
年間の支払保険料等 控除額

20,000円以下 支払保険料等の全額

20,000円超　40,000円以下 支払保険料等×1/2+10,000円

40,000円超　80,000円以下 支払保険料等×1/4+20,000円

80,000円超 一律40,000円

年間の支払保険料等 控除額

25,000円以下 支払保険料等の全額

25,000円超　50,000円以下 支払保険料等×1/2+12,500円

50,000円超　100,000円以下 支払保険料等×1/4+25,000円

100,000円超 一律50,000円

適用する生命保険料控除 控除額

新契約のみ生命保険料控除を適用 ①に基づき算定した控除額

旧契約のみ生命保険料控除を適用 ②に基づき算定した控除額

新契約と旧契約の双方について生命保険料控除を適用 ①に基づき算定した新契約の控除額と②に基づき算定した旧契約の控除額の合計額（最高4万円）

①新契約（平成２４年１月１日以後に締結した保険契約等）に基づく場合の控除額

②旧契約（平成23年12月31日以前に締結した保険契約等）に基づく場合の控除額

③新契約と旧契約の双方に加入している場合の控除額


